
○ 愛 媛 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 137 号  

 漁 業 法 （ 昭 和 24 年 法 律 第 267 号 ） 第 120 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き

、 愛 媛 県 宇 和 海 （ 愛 媛 県 佐 田 岬 と 大 分 県 関 崎 灯 台 と を 結 ん だ 直 線 以

南 の 愛 媛 県 海 域 を い う 。 ） に お け る か ご 漁 業 （ つ つ 、 つ ぼ 漁 業 を 含

み 、 無 動 力 漁 船 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 、 次 の と お り 指 示 す

る 。  

令 和 ６ 年 ３ 月 29 日  

 

愛 媛 海 区 漁 業 調 整 委 員 会  

会 長  佐 々 木  護  

 

１  操 業 の 制 限  

当 該 海 域 に お い て 、 か ご 漁 業 を 操 業 し よ う と す る 者 は 、 使 用 す

る 漁 船 ご と に 別 に 定 め る 取 扱 要 領 に よ り 愛 媛 海 区 漁 業 調 整 委 員 会

（ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

た だ し 、 試 験 研 究 又 は 実 習 等 を 目 的 と し た も の で 委 員 会 に 届 出

し た も の は 、 こ の 限 り で は な い 。  

２  承 認 対 象 漁 船  

承 認 の 対 象 と な る 漁 船 は 、 総 ト ン 数 ５ ト ン 未 満 の 動 力 漁 船 と す

る 。  

３  操 業 区 域  

操 業 を 承 認 す る 区 域 は 、 共 同 漁 業 権 漁 場 区 域 内 と す る 。  

４  承 認 証 の 備 え 付 け 等 の 義 務  

承 認 を う け た 者 は 、 操 業 の 際 は 、 承 認 証 を 当 該 漁 船 に 備 え 付 け

る と と も に 別 に 定 め る 標 識 を 船 橋 両 側 面 に 表 示 し な け れ ば な ら な

い 。  

５  指 示 の 有 効 期 間  

こ の 指 示 の 有 効 期 間 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31

日 ま で と す る 。  


